
 

 

  年  月  日 

文化庁長官 殿 

 

               所有者 住所 

氏名            印 

 

 

重要文化財の所有者の変更の届出 

 

 下記のとおり、重要文化財の所有者の変更について、文化財保護法第３２条第

１項及び国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関

する規則第３条の規定に基づき、届け出ます。 

 

記 

 

１  国宝又は重要文化財の名称及び員数 

 

 

２  指定年月日及び指定書の記号番号 

 

 

３  国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所 

（現在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記） 

 

 

４  旧所有者の氏名又は名称及び住所 

 

 

５  新所有者の氏名又は名称及び住所 

 

 

６  変更の年月日 

 

 

７  変更の事由 

 

 

８ その他参考となるべき事項 

 

 



 

 

【添付書類】 

１ 所有権の移転を証明する書類 

※相続の場合：遺産分割協議書(写)、戸籍謄本、印鑑登録証明書等 

※寄贈の場合：譲渡書（写）、受領書（写）、印鑑登録証明書等 

   ※売買の場合：売買契約書(写)、領収書(写)、印鑑登録証明書等 

２ 指定書（原本）  

３ その他適宜参考となる書類 

 


